
 

京都府通行障害既存耐震不適格建築物耐震化支援事業費補助金交付要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱（平成 25年

京都府告示第 636号。以下「要綱」という。）第９条の規定により、通行障害既存耐震不

適格建築物に係る事業の補助金の交付、財産処分の制限又は補助金交付決定の取消しに

関して必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。 

 

（補助対象事業等） 

第３条 要綱別表の２の項に規定する知事が必要と認める額は、設計図書の復元、耐震判

定機関(京都府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成 26年京都府規則第 20

号)第３条第１号に規定する耐震判定機関をいう。以下同じ。)の判定等の通常の耐震診断

に要する費用以外の費用の額とする。（ただし、一戸建て住宅を除く。） 

２ 要綱別表の２の項に規定する知事が別に定める工法は、免震工法等特殊な工法とする。 

 

（交付申請書） 

第４条 要綱別記第１号様式（その２）のその他知事が必要と認める書類は、次に掲げる

書類とする。 

⑴ 収支予算書 

⑵ 所管行政庁が通行障害既存耐震不適格建築物であることを確認した書類 

⑶ 申請手続に係る委任状（所有者以外の者が申請手続きを行う場合に限る。） 

⑷ 新築及び増改築の履歴を示す書類とその履歴に係る確認済証(建築基準法(昭和 25 年

法律第 201号)第６条第１項又は第６条の２第１項の規定により交付を受けたものをい

う。以下同じ。)及び検査済証（建築基準法第７条の規定により交付を受けたものをい

う。以下同じ。)の写し（当該書類を所有していない場合は理由書） 

⑸ 土地及び建物の登記事項証明書の写し（ただし、申請日前３箇月以内に証明された

ものに限る。） 

⑹ 補助対象事業者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書の写し（ただ

し、申請日前３箇月以内に証明されたものに限る。） 

⑺ 対象建築物の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図 

⑻ 対象建築物の外観写真 

⑼ 対象建築物の所有に共有者がある場合、全員の同意書 

ただし、対象建築物の所有者が２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律



 

（昭和 37年法律第 69号。以下「区分所有法」という。）第２条第２項に規定する区分

所有者をいう。）である場合、交付申請を行う事業を実施する旨の管理組合（区分所有

法第３条又は第 65条に規定する団体）の議決書（本事業の実施にかかる予算項目が明

示された予算の議決を含む。）及び区分所有の状況が分かる書類 

⑽ 補助対象事業に要する費用の見積書の写し（申請額の積算の内訳が分かる書類） 

⑾ 耐震診断又は耐震設計の業務を行おうとする者が建築物の耐震改修の促進に関する

法律施行規則(平成７年建設省令第 28 号。以下「省令」という。)第５条第１項各号

の規定に適合する者（以下「耐震診断資格者等」という。）であることを証する書類 

⑿ 省令第５条第１項第１号の規定に適合する者にあっては、建築士法（昭和 25年法律

第 202号）第 23条の３第１項の規定により登録を受けた建築士事務所に属する建築

士であることを証する書類 

⒀ 耐震設計、建替えの設計、耐震改修、除却又は建替えにあっては、耐震診断結果が

現行の耐震基準を満たさないことを証する書類（通行障害既存耐震不適格建築物が

木造の建築物である場合、耐震診断資格者等が証する書類の写し、木造以外の建築

物であって、平成 30年２月６日以前に耐震診断を実施した場合、耐震診断資格者等

が証する書類の写し又は耐震判定機関が証する書類の写し、平成 30年２月６日以降

に耐震診断を実施した場合、耐震判定機関が証する書類の写しとする。） 

⒁ 耐震改修にあっては、次の書類（イからオまでについて、耐震設計に係る要綱第７

条の規定による実績報告書に添付したものと同じである場合は、その旨を記した書

類の添付に代えることができる。） 

ア 耐震設計の概要を記した書類 

イ 耐震設計の各図面（付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、

小屋伏図及び構造詳細図） 

ウ 耐震設計の構造計算書 

エ 耐震設計の耐震性を証する書類の写し 

オ 耐震設計の耐震性を証するための審査の申請書の副本の写し（当該申請書にア

からウまでの書類と同じ書類の添付がある場合は、当該書類の写しの添付を省略

することができる。） 

カ 工程表（申請日前３箇月以内に作成されたもの。） 

⒂ 除却又は建替えにあっては、次の書類（イ及びウについて、建替えの設計に係る要

綱第７条の規定による実績報告書に添付したものと同じである場合は、その旨を記

した書類の添付に代えることができる。） 

ア 除却の計画又は建替えの概要を記した書類 

イ 建替えの設計に係る各図面（付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各

階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図）（建替えの場合に限る。） 

ウ 確認済証の写し（建替えの場合に限る。） 



 

エ 工程表（申請日前３箇月以内に作成されたもの。） 

⒃ 補助対象事業者が暴力団員等でないことの誓約書 

⒄ 消費税仕入税額控除確認書（補助対象経費に消費税相当額を含む場合に限る。） 

 

（事業変更承認申請書） 

第５条 要綱別記第２号様式（その２）のその他知事が必要と認める書類は、次に掲げる

書類とする。 

⑴ 交付決定通知書の写し 

⑵ 土地及び建物の登記事項証明書の写し（ただし、申請日前３箇月以内に証明された

ものに限る。） 

⑶ 補助対象事業者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書の写し（ただ

し、申請日前３箇月以内に証明されたものに限る。） 

⑷ 前条第１号から第 17 号まで（第５号及び第６号を除く。）に定める書類（変更内容

に関する書類に限る。） 

 

（実績報告書） 

第６条 要綱別記第３号様式（その２）のその他知事が必要と認める書類は、次に掲げる

書類とする。 

⑴ 収支決算書 

⑵ 交付決定通知書（変更交付決定通知書を含む。）の写し 

⑶ 耐震診断にあっては、現場調査に関する作業内容が分かる写真及び調査結果が分か

る書類 

⑷ 耐震改修、除却又は建替えにあっては、耐震改修、除却又は建替えの実施状況を示

す写真 

⑸ 建替えにあっては、検査済証の写し 

⑹ 補助対象事業に係る契約書の写し 

⑺ 補助対象事業に要した費用の領収書の写し 

⑻ 消費税法第 30条に基づく補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額

の確定に伴う報告書（補助対象経費に消費税相当額を含む場合又は消費税第９条第１

項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない場合に限る。） 

 

（年度内遂行実績報告） 

第７条 補助金の交付の決定に係る年度内に補助対象事業が完了しない場合、補助対象事

業者は、別記様式を補助金の交付決定に係る年度内に提出するものとする。  

 

（交付決定の取消し） 



 

第８条 補助金交付決定の取消しについては、次のとおりとする。 

⑴ 補助対象事業者は、規則に基づき交付決定の取消しを求める場合は、当該内容を知

事に報告するものとする。 

⑵ 知事は前号による報告に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ

とができるものとする。 

⑶ 前号の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

⑷ 規則第７条、第 17 条及び第 18 条の規定は、第２号の規定による取消をした場合に

ついて準用する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年３月２５日から施行する。  



 

別記様式（第７条関係） 

番   号   

年 月 日   

 

  京都府知事   様 

 

住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

年度京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金年度内遂行実績報告書 

(通行障害既存耐震不適格建築物に係る事業分) 

 

     年 月 日付け京都府指令第  号で交付決定を受けた京都府大規模建築物等

耐震化支援事業費補助金について、下記のとおり  年度の実績を報告します。 

 

記 

 

 １ 補助金の交付決定額及び年度内遂行実績額等 

   交付決定額     金      円 

年度内遂行実績額  金      円 

翌年度繰越額    金      円 

  

２ 補助事業の実施期間 

       年 月 日から    年 月 日まで 

 

３ 添付書類 

    補助金年度内遂行実績額内訳書(京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付

要綱別記第 1号様式 (その２)別紙２に準じて作成してください。) 


